
(単位:百万円)

135,303 2,183,334
1 30,338

135,302 2,152,151
844

9,924
3,651

2,140,660
831,289 107,674
65,605

395,551 37,231
129 69

646,198 8,837
201,886 7,506

243
18,580 2,843
6,468 17,220

12,111 510

44,758 642
27,280
16,476 5,899
1,001

14,691
11,945
2,745

59 59,000

24,273 45,204
45,204

54,770
38,921 3,830
4,159 3,830
5,521   3,830
2,916

291 108,035
2,960

8,495 3,148
3,148

△ 1,900

資 産 の 部 合 計 2,449,616 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,449,616

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
貸 倒 引 当 金

純 資 産 の 部 合 計 111,183

仮 払 金 株 主 資 本 合 計
そ の 他 の 資 産

繰 延 税 金 資 産 その他有価証券評価差額金

再 保 険 貸 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

そ の 他 資 産
未 収 金 利 益 剰 余 金
前 払 費 用 そ の 他 利 益 剰 余 金
未 収 収 益 繰 越 利 益 剰 余 金
預 託 金

2,338,433無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ( 純 資 産 の 部 )

代 理 店 貸 資 本 金

負 債 の 部 合 計

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

保 険 約 款 貸 付 金 融 派 生 商 品
一 般 貸 付 仮 受 金

有 形 固 定 資 産 退 職 給 付 引 当 金
土 地
建 物 価 格 変 動 準 備 金

そ の 他 の 証 券 未 払 費 用
預 り 金

貸 付 金 預 り 保 証 金

外 国 証 券 未 払 金

契 約 者 配 当 準 備 金
買 入 金 銭 債 権

代 理 店 借
有 価 証 券

国 債 再 保 険 借
地 方 債
社 債 そ の 他 負 債
株 式 未 払 法 人 税 等

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金
現 金 支 払 備 金
預 貯 金 責 任 準 備 金

( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

2021年度（2022年3月31日現在）貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

(1) オリックス生命保険株式会社



貸借対照表の注記

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

(1) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成8年大蔵省告示第48号）

(2)

12.

貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務
者に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
おります。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権に
ついては、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しており
ます。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結
果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

有価証券（買入金銭債権のうち有価証券に準じるものを含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算
定は移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業における「責任準備金
対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準
備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式（保険業法第2条第12項に規定する子会社及び
保険業法施行令第13条の5の2第3項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものが発行する株式をいう）については原価
法、その他有価証券については3月末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法、取得差額が金利調整差額
と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定額法）、市場価格のない株式等について
は移動平均法による原価法によっております。また、組合等への出資金については、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、
組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法によ
り処理しております。

個人保険・個人年金に設定した小区分（保険種類・資産運用方針等により設定）に対応した債券のうち、負債に応じたデュ
レーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会
計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づき、責任準備金対応債券に区分してお
ります。

デリバティブ取引の評価は時価法によっております。

有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。
賃貸用有形固定資産
　定額法を採用しております。
営業用有形固定資産
　定率法（ただし、建物（2016年3月31日以前に取得した建物付属設備、構築物を除く）については定額法）を採用しており
ます。
なお、有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却を行っております。

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。

なお、責任準備金については保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において保険計理人が適
正に積み立てられていることを確認しております。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基
づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。

無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法により行っておりま
す。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上して
おります。
退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

　退職給付見込額の期間帰属方法　給付算定式基準
　数理計算上の差異の処理年数　　各発生年度の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年～19年）
　過去勤務費用の処理年数　　　　各発生年度の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年～19年）

価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。 

ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）に従い、一部の外貨建債券に対する為替変動リ
スクのヘッジとして為替予約による時価ヘッジ、金利変動リスクのヘッジとして金利スワップ取引による時価ヘッジを行って
おります。
なお、ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。ただし、ヘッジ
対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一である場合には、ヘッジに高い有効性があると想定することができるため、ヘッ
ジの有効性の判定を省略しております。

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定
める繰延消費税等については、前払費用に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用
処理しております。

期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険
業法第116条第1項に基づき算出方法書（保険業法第4条第2項第4号）に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立
てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。

標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式。ただし、特別勘定を設けた保険契約に係る保険料
積立金については、保険業法施行規則第69条第4項第3号に定める方式。

(2) オリックス生命保険株式会社



13.

14.

15.

当社は、オリックス株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しており
ます。

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資
産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業
年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4
日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用す
ることとしております。この適用に伴い、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行っております。

(3) オリックス生命保険株式会社



16. 主な金融商品の状況に関する事項は次のとおりであります。

17.

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

9,924

　貸付金として取扱うもの 9,924

△ 49

9,874 10,160 286

2,084,128 1,991,606 △ 92,522

185,114 185,114 -

114,144 135,441 21,296

1,068,771 954,951 △ 113,819

716,098 716,098 -

18,580

6,468

12,111

△ 1,750

16,830 16,830 -

△ 17,220 △ 17,220 -

14,003 14,003 -

△ 31,223 △ 31,223 -

(注)

（単位：百万円）

18. 主な金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項は、次のとおりであります。

　その他有価証券

貸付金

　　△貸倒引当金（※1）

有価証券

　売買目的有価証券

　満期保有目的の債券

　責任準備金対応債券

買入金銭債権

　保険業法第118条第1項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、生命保険の販売（契約獲得）により固定
金利（予定利率）で資金調達されている負債特性を十分に考慮し、金利変動による不利な影響が生じないように、当社では、資
産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。
　この方針に基づき、具体的には、公社債等の利付資産をポートフォリオの核とし、また、一部を不動産やオルタナティブ商品
に分散投資しております。
　デリバティブ取引については、主として一部の外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引、金利変動リスク
を回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ会計を適用しております。また、外貨建負債の為替変動リスクを回避
する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ会計は適用しておりません。
　ヘッジ会計の手法については、為替予約取引をヘッジ手段、一部の外貨建債券をヘッジ対象とした時価ヘッジ、金利スワップ
取引をヘッジ手段、一部の外貨建債券をヘッジ対象とした時価ヘッジを行っております。ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象
とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一で
ある場合には、ヘッジに高い有効性があると想定することができるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。
　なお、主な金融商品として、有価証券及びデリバティブ取引は市場リスク及び信用リスクに晒されております。
　市場リスクの管理にあたっては、リスク管理方針及び資産運用リスク管理規則に従い、定期的に時価及び時価変動額を把握
し、許容されるリスクの範囲内で適切な資産配分が行われていること等をモニタリングし、取締役会及び経営会議に報告してお
ります。
　信用リスクの管理にあたっては、リスク管理方針及び資産運用リスク管理規則に従い、発行体及び与信先の財務状況や与信金
額が特定の企業、業種に集中していないこと等をモニタリングし、取締役会及び経営会議に報告しております。

主な金融資産及び金融負債にかかる貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現預金及び未収金については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

　保険約款貸付

　一般貸付

　　△貸倒引当金（※1）

　ヘッジ会計が適用されていないもの

金融派生商品（※2）

　ヘッジ会計が適用されているもの

(※1)貸倒引当金を計上したものについては、当該引当金を控除しています。

(※1)市場価格のない株式等には非上場株式、非上場不動産投資信託等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
    （企業会計基準適用指針第19号　2019年７月４日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(※2)組合出資金等は、匿名組合、投資事業組合等が含まれます。これらは時価算定会計基準適用指針第26項又は第27項に従い、
　　 時価開示の対象とはしておりません。

(※2)金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
　　 △を付しております。

市場価格のない株式等及び組合出資金等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、表中の有価証券には含めておりません。

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：測定日現在において入手できる同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算
　　　　　　　　定した時価
レベル２の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう
ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分
当期末

（2022年3月31日現在）

組合出資金等（※2） 42,348

市場価格のない株式等（※1） 14,183

(4) オリックス生命保険株式会社



（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

25,636 840,780 34,796 901,212

25,636 159,478 - 185,114

　　　外国証券 1,377 - - 1,377

　 その他の証券 24,258 159,478 - 183,737

- 681,301 34,796 716,098

国債 - 91,312 - 91,312

地方債 - 17,916 - 17,916

社債 - 223,766 200 223,966

外国証券 - 348,305 34,595 382,901

- △ 17,220 - △ 17,220

- △ 15,924 - △ 15,924

- △ 1,296 - △ 1,296

(注)

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

- - 10,160 10,160

- - 16,830 16,830

- - 6,468 6,468

- - 10,361 10,361

- 1,067,630 22,762 1,090,393

- 112,678 22,762 135,441

国債 - 112,678 - 112,678

外国証券 - - 22,762 22,762

- 954,951 - 954,951

国債 - 584,360 - 584,360

地方債 - 43,871 - 43,871

社債 - 156,065 - 156,065

外国証券 - 170,654 - 170,654

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

デリバティブ取引

貸付金

デリバティブ取引（※）

区分
時価

有価証券

　　売買目的有価証券

　　その他有価証券

　一般貸付

　　　通貨関連

　　　金利関連

(※)金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
    △を付しております。

時価算定会計基準適用指針第26項に従い、経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。当
期末における当該投資信託の貸借対照表計上額は39,633百万円であります。

区分
時価

買入金銭債権

貸付金

　保険約款貸付

　保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、返済見込み期間及び金
利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、原則として帳簿価額を時価としております。
　一般貸付のうち、変動金利貸付の時価については、将来キャッシュ・フローに市場金利が短期間で反映されるため、時価は
帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
一方、固定金利貸付の時価については、主に、将来キャッシュ・フローを現在価値へ割り引いた価格によっております。
なお、破綻懸念先に対する貸付金については、直接減額前の帳簿価額から貸倒見積高を控除した額を時価としております。
時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類し
ております。

有価証券

　満期保有目的の債券

　責任準備金対応債券

有価証券(預貯金・買入金銭債権のうち「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に基づく有価証券として取扱う
もの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)

　有価証券については、活発な市場における（無調整の）相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しております。
主にマネー・リザーブ・ファンドがこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合には
レベル2の時価に分類しております。主に国債、地方債、社債、投資信託、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。相場価
格が入手できない場合は、第三者の算定する価格を使用しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用
しており、インプットには、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定
にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。主に仕組債、資産担保
証券、貸付債権信託受益権がこれに含まれます。

　デリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現
在価値法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラ
ティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当社自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察
できないインプットを用いていないまたはその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型
の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。
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(注2) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
① 重要な観察できないインプットに関する定量的情報

② 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

（単位：百万円）

社債 外国証券

354 35,030 35,384

△ 1 3,001 2,999

- 3,454 3,454

- 21,418 21,418

- - -

△ 153 △ 24,854 △ 25,007

- - -

- - -

200 34,595 34,796

(※1)損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。

③ 時価の評価プロセスの説明

④ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

19．

20．

21．

22．有形固定資産の減価償却累計額は12,281百万円であります。

23．保険業法第118条第1項に規定する特別勘定資産の額は192,766百万円であります。なお、負債の額も同額であります。

24.

25.

26.契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。

      当期首現在高 905 百万円

      当期契約者配当金支払額 779 百万円

      契約者配当準備金繰入額 717 百万円

      当期末現在高 844 百万円

27.関係会社の株式は123百万円であります。

当社は時価の算定にあたって、第三者から入手した価格を調整せずに使用しており、当社自身が観察できないインプット
を推計していないため、記載を省略しております。

損益

　当期の損益
　またはその他有価証券評価差額

　　損益に計上(※1)

購入、売却、償還

期首残高

有価証券

合計その他有価証券

　　購入

　　売却

　　償還

　レベル3の時価への振替

　レベル3の時価からの振替

債権のうち、危険債権額は1,750百万円であります。破産更生債権及びこれらに準ずる債権、三月以上延滞債権並びに貸付条
件緩和債権はありません。
　なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の
回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸付金で破産更生
債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものであります。
　貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以
上延滞債権に該当しないものであります。

関係会社に対する金銭債権の総額は17,648百万円、金銭債務の総額は118百万円であります。

繰延税金資産の総額は15,580百万円、繰延税金負債の総額は3,551百万円であります。
繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、3,533百万円であります。
繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金8,310百万円、価格変動準備金1,651百万円、外国債券為替差損益
1,074百万円、貸倒引当金532百万円、賞与引当金472百万円であります。
繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、外貨建責任準備金対応債券為替差損益2,270百万円、その他有価証券評価差額金
1,224百万円であります。

期末残高

当社は資産管理部門にて時価の算定及び時価のレベルの分類に関する方針および手続を定め、インプットの妥当性並びに
時価のレベルの分類の適切性の検証をおこなっております。
時価の算定にあたっては、第三者から入手した価格につき、利用されている評価技法及びインプットの確認や他ベンダー
の提供時価との比較等の適切な方法により、価格の妥当性を検証しております。

当社は時価の算定にあたって、第三者から入手した価格を調整せずに使用しており、当社自身が観察できないインプット
を推計していないため、記載を省略しております。

当社では、東京都その他の地域において賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有しており、当期末における当該賃貸等不動
産の貸借対照表価額は、 40,955百万円、時価は、59,455百万円であります。
なお、時価の算定にあたっては、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額によっております。

消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、20,445百万円であります。
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28.

29.

30.

31.

32.

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務 6,214 百万円

勤務費用 621 百万円
利息費用 49 百万円
数理計算上の差異の当期発生額 △ 229 百万円
退職給付の支払額 △ 269 百万円

期末における退職給付債務 6,386 百万円

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 4,989 百万円

期待運用収益 94 百万円
数理計算上の差異の当期発生額 △0 百万円
事業主からの拠出額 496 百万円
退職給付の支払額 △ 269 百万円

期末における年金資産 5,311 百万円

③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務 6,386 百万円
年金資産 5,311 百万円

1,074 百万円
未認識数理計算上の差異 △ 96 百万円
未認識過去勤務費用 △ 336 百万円
退職給付引当金 642 百万円

④退職給付に関連する損益
勤務費用 621 百万円
利息費用 49 百万円
期待運用収益 △ 94 百万円
数理計算上の差異の当期の費用処理額 37 百万円
過去勤務費用の当期の費用処理額 27 百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 640 百万円

⑤年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 38 ％
生命保険一般勘定 23 ％
株式 16 ％
その他 23 ％
合計 100 ％

⑥長期期待運用収益率の設定方法

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率 0.7 ％
長期期待運用収益率 1.9 ％

当社の確定拠出制度への要拠出額は、287百万円であります。

33.

退職給付に関する事項は次のとおりであります。

保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下
「出再支払備金」という。）の金額は2,051百万円であり、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任
準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は315,397百万円であります。

すべての変額個人年金保険及び変額終身保険について、最低保証リスクを対象とする共同保険式再保険契約を締結しており、
当該再保険契約に付された最低保証に係る責任準備金は法令等に基づき不積立としております。また、一部の医療保険につい
て、保険リスクを対象とする資産留保型共同保険式再保険契約を締結しており、当該再保険契約に付された契約に係る責任準
備金は法令等に基づき不積立としております。

1株当たりの純資産額は53,972円43銭であります。

保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当期末における当社の今後の負担見積額は4,799百万円であ
ります。
なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(1)採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制
度を設けております。

(2)確定給付制度

年金資産の長期期待運用収益率については、年金資産のポートフォリオの内容及びこれらのポートフォリオ
から生じる長期期待運用収益率に基づいて毎期決定しております。長期期待運用収益率は、従業員が勤務の
結果として生じる給付を受けるまでの期間に、実際に資産から生じる長期の収益率に近似するように設定さ
れます。その設定にあたっては、年金資産のポートフォリオから生じた過去の実際の収益や様々な資産から
生じる個々の独立した予定利率を含む、多くの要素を用いています。

期末における主要な数理計算上の計算基礎は、次のとおりであります。

(3)確定拠出制度
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　　　　　　 2021年度 　         損益計算書

     　　   (単位:百万円)
金　　　　額

510,403

448,512
431,839
16,673
58,498
24,467

0
20,296

272
3,768

130
1,707

400
6,564

16,856
0

8,500

3,392
3,021

174
197

522,181

240,813
39,171
65,965
54,974
33,355
4,032

43,313
172,437

3,473

168,964

4,360
8

1,039
549
62

583
865

1,251

88,831

15,738
56

8,900
6,637

144
0

11,778

982
32

950

717

13,478

△ 3,647

543

△ 3,103

10,375

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 損 失

税 引 前 当 期 純 損 失

経 常 損 失

特 別 損 失
固 定 資 産 等 処 分 損
価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

賃貸用不動産等減価償却費
そ の 他 運 用 費 用

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用
保 険 金 据 置 支 払 金
税 金
減 価 償 却 費
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

資 産 運 用 費 用
支 払 利 息
有 価 証 券 売 却 損
有 価 証 券 評 価 損
有 価 証 券 償 還 損
貸 倒 引 当 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金
保 険 金
年 金
給 付 金
解 約 返 戻 金
そ の 他 返 戻 金
再 保 険 料

有 価 証 券 売 却 益
有 価 証 券 償 還 益
金 融 派 生 商 品 収 益
為 替 差 益
そ の 他 運 用 収 益
特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益
年 金 特 約 取 扱 受 入 金
保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 利 息 配 当 金

科 目
経 常 収 益

保 険 料 等 収 入
保 険 料
再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益
利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

預 貯 金 利 息
有価証券利息・配当金
貸 付 金 利 息
不 動 産 賃 貸 料

2021年4月 1日から

2022年3月31日まで
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損益計算書の注記

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 有価証券評価損の内訳は、株式等549百万円であります。

8.

9.

10. 金融派生商品収益には、評価益が5,505百万円含まれております。

11. 関連当事者との取引は次のとおりであります。

属性 会社等の名称
議決権の数の

所有(被所有)割合
（％）

関連当事者との関係
取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

再保険収入 665
再保険貸
（注2）

16,683

再保険料
（注3）

7,307 再保険借 100

関連当事者との関係

　関連当事者との役員の兼務等の関係はありません。

取引条件等

　（注1）再保険取引については、一般の取引条件と同様に設定しております。

　（注2）再保険契約に関して、一時払いの再保険料のうち前払再保険料に相当する部分を再保険貸に計上しております。

　（注3）前払再保険料のうち当期に費用として処理した5,742百万円を含んでおります。

12. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

有価証券売却損の内訳は、国債等債券327百万円、外国証券712百万円であります。

保険料については、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上し
ております。
なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険
業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。

元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち、再保険協約書に基づいて再保険会社から受け取ることができる金額
を、元受保険契約に係る保険金等の支払時点において再保険収入として計上しております。
また、元受保険契約に係る保険料収入として受け取った金額のうち、再保険協約書に基づいて再保険会社に支払う義務がある金
額を、元受保険契約に係る保険料収入を受け取った時点において再保険料として計上しております。
なお、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に規定する再保険に付した部分に相当する責任準備金及び支払備金
については積み立てておりません。

保険金等支払金（再保険料を除く）については、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支
払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているもの、または、まだ支
払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生しているものと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として
計上していないものについて、支払備金を積み立てております。

関係会社との取引による収益の総額は1,271百万円、費用の総額は2,068百万円であります。

有価証券売却益の内訳は、国債等債券1,140百万円、外国証券566百万円であります。

支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額の金額は348百万円、責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再
責任準備金繰入額の金額は19,544百万円であります。

1株当たりの当期純損失は、5,036円52銭であります。

親会社の
子会社

オリックス・リ
インシュアラン
ス・リミテッド

‐
最低保証に係る共同保
険式再保険契約（注1）

(9) オリックス生命保険株式会社


